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１．公衆衛生行政とは
・地域保健法
・保健所

２．地域保健と地方自治体
・都道府県の組織体制と業務（北海道の例）
・保健所の組織体制と業務（渡島保健所の例）

３．公衆衛生医師のキャリアパス
・公衆衛生医師が従事する業務
・公衆衛生医師の処遇
・いろいろな医師のキャリアパス

４．社会医学系専門医制度
・専門医制度の経緯と特徴
・研修の目標と期待される成果

本日の内容



1．公衆衛生行政とは
１－１．保健所の業務

・地域保健に関する思
想の普及向上

・人口動態等の統計
・栄養改善
・食品衛生
・環境衛生
・医事薬事

・保健師に関する事
・母子保健、老人保健
・歯科保健
・精神保健
・難病、感染症
・試験検査



１－１．保健所の業務
さらに必要に応じて
・情報収集、整理、活用
・調査、研究
・疾病の治療（歯科等）
・検査施設の利用開放
・市町村間の連絡調整や技術的助言

最 近 で は
・健康危機管理



１－２．設置主体別保健所の主な業務
（大きく分けると2つ）

都道府県型 ・主に複数の市町村を管轄。専門的、広域的
観点から関係機関（医療機関、医師会な
ど）と調整を行い、地域全体の健康増進
を図るとともに、管内市町村業務を支援
します。

政令市型 ・一市のみを管轄。感染症、難病などの保健所
としての専門的な業務に加え、乳幼児健
診などの母子保健事業や特定健診、特定
保健指導などの生活習慣病対策などの市
町村業務を行い、市全体の健康づくりを
推進します。



１－２．設置主体別保健所数 (R２年4月1日）

全国（北海道）
①都道府県型 355（ 26 ）
②指定都市型 26（ 1 札幌 ）
③中核市型 60（2 旭川, 函館 ）
④政令市型 5（ 1   小樽 ）
⑤特別区型 23

合計 469（ 30 ）





２．地域保健と地方自治体
○国と都道府県と市区町村
・国 ：基本的・全国一律の保健医療施策

（例）医師法・保助看法、医療法、診療報酬制度 など
・都道府県：地域の実情にあった保健医療施策

（例）医療計画、介護保険計画、感染症対策 など
・市区町村：住民に身近な保健サービス

（例）地域包括ケア、乳幼児健診、特定健診・保健指導など
○都道府県庁・市役所（本庁）と保健所
・「本社」と「支社」の関係

・本庁各課：原則として特定の１つの分野の業務を担当
・保健所：本庁各課が所管する業務をまとめて担当

（異なる課の業務を組み合わせて行うことが可能）



３．公衆衛生医師のキャリアパス
○行政医師が従事する業務

（自治体、勤務先、役職によって大きく異なります。）
・保健所の場合（例）

医事、薬事、医療計画、医療介護連携・地域包括ケアシステム、
健康づくり、生活衛生、感染症対策、難病対策、精神保健福祉 など

・市区保健センターの場合（例）
母子保健、成人保健、感染症対策、難病対策、精神保健福祉、
健康づくり、医療介護連携・地域包括ケアシステム、高齢介護 など

・都道府県庁の場合（例）
医療計画、医療介護連携・地域包括ケアシステム、救急・災害
医療対策、感染症対策、健康づくり、がん・生活習慣病対策、
母子保健、難病対策、精神保健福祉 など

・市区役所の場合（例）
医療介護連携・地域包括ケアシステム、感染症対策、健康づくり、
がん・生活習慣病対策、母子保健、難病対策、精神保健福祉 など




